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紳

戸

正

雄

議

論

家
屋
枕
白
本
質

第
二
十
三
巻

(
第
六
腕

) 

;九

O 

家

屋

税

の

本

質

緒
言
(
本
諭
曲
目
的
)

町
間
似
州
、
と
山
川
別
引
佐
肘
枯
と
と
阻
別
川
剛
論
上
川
賀
町
脚
上
川
鴨
川
稿
係
、
よ
り
似
立
場
事
。
主
義
、

1
同
戸
山
制
と
の

M
別
仏
佐
川
附
祉

と
戸
批
制
川
家
財
帖
と
戸
艦
船
一
山
地
一
肌
究
本
利
子
性
急
刷
業
砧
と
由
証
山
川
…
川
家
財
枇
と
此
等
枕
と
の
共
旭
罰
則
北
村
則
的
動
い
一
地
肌
司
会
川
本
刺
子
枕

と
の
特
県
川
引
管
業
枯
と
白
特
品
)

第
二
段

DL枕
の
諒
枕
枠
内
望
者
凶
白
川
に
糾
し
た
劫
合
同
比
佐
活
用
ー
し
た
坊
骨
川
持
管
制
川
に
せ
た
場
骨
川
比
佐
肘
号
制
雑

用

に

似

し

た

場

合

斗

所

市

者

が

賃

貸

川

に

供

し

た

場

合

川

け

陪

川

の

賃

貸

家

鑑

叫

持

利

用

の

賃

貸

家

起

)

)

第
三
説
家
組
柑
白
川
位
(
寸
社
肘
川
五
屈
の
り
払
い
長
…
刷
住
一
日
間
に
よ
り
代
ら
し
め
得
る
別
家
UH
枕
に
依
る
と
し
て
地
主
平
利
子
枕
と
の
附
係
'
日

自
己
心
皆
刺
川
一
本
宮
家
制
枕
川
原
帥
産
業
川
の
も
の
に
て
川
耐
工
業
川
由
も
の
に
て
同
賃
貸
さ
れ
た
る
符
刑
川
一
定
山
家
民
一
砧
)

S事

政

結
論
(
全
文
内
誕
旨
)

緒

員

従
来
、
家
屋
税
は
辺
倒
、

一
一
り
牧
盆
税
正
し
て
扱
は
れ
て
居
る
。
家
屋
所
有
者
に
就
き

τ其
家
屋
よ
h
生
す
る

吹
盆

ev-認
す
る
も
の
己
し

τ牧
盆
税
ご
認
め
ら
れ
て
居
る
。
之
に
劃
し
て
例
外
は
ゐ
る
(
註
一
)
O

之
を
牧
盆
税
己
認



め
ぬ
人
も
あ
る
が
、
其
は
全
〈
例
外
で
ゐ
っ
て
、
普
通
、
之
を
牧
盆
枕
ご
し
て
疑
は
な
い
o

斯
〈
て
此
税
は
地
積

や
資
本
利
子
枕
や
倍
業
枕
や
ご
相
並
ん
で
、
牧
品
減
税
閥
系
中
に
は
紋
〈
べ
か
ら
43
る
一
節
ご
さ
れ
て
居
る
。
然
る

に
仔
細
に
検
討
す
る
己
主
に
は
、

此
が
牧
益
税
た
る
-
一
」
に
も
多
少
疑
が
ゐ
り
、

之
を
牧
(
悼
税
ピ
己
[
て
も
而
h
r

も
其
が
他

ω諸
税
ピ
相
並
ん
で
快
〈
べ
か
ら
ざ
る
一
節
仰
に
疑
の
あ
る
ニ
ご
を
見
出
す
。
之
を
明
か
に
す
る
の

は
、
家
屋
枕
を
知
る
の
に
大
凶
に
か
ら
、

そ
し
て
新
し
き
改
枕
に
て
も
之
を
閥
税
ご
し
て
採
ら
な
か
っ
た
・
』
ご
を

了
解
す
る
の
仁
も
有
盆
仁
か
ら
、

敢
て
誌
に
之
を
試
み
や
フ
ご
川
心
ふ
O

例
之
、
。
ヘ
ラ
フ
エ
ル
一
7

ス
は
、
之
を
牧
盆
柑
中
よ
り
分
雌
L
τ
4
7
〈
帥
別
扱
を
焔
し
、

Z

1

4

ル
ど
は
、
少
川
、
と
も
家
民
結
中
、
自
己
申

佐
肘
u
A

利
刷
山
家
h
山
砥
は
、
本
車
、
収
抗
枯
山
富
山
に
於
り
る
来
い
何
枯
と
凡
る
能
は
ぎ
る
と
と
は
正
日
だ
と
伐
す
。

註

第

段

類
似
税
さ
の
匝
別

先
づ
此
家
屋
税
ご
他
の
刻
似
枕
己
の
師
別
を
血
中
げ
て
見
る
o

一
住
居
枕
ご
山
U
M
M
別
l
|
A
理
治
上
.
住
日
伯
校
正
家
日
晴
枕
己
の
旧
同
別
は
五
ご
し
て
は
佐
川
内
者
比
一
人
を
認
す
る
ご
家

尿
所
ト
何
者
を
課
す
る
正
に
在
る
。
即
ち
住
居
枇
は
市
部
日
用
又
は
並
一
部
分
た
る
室
の
占
有
者
、
住
居
者
を
禁
佐
肘
使
用

の
矯
め
に
認
す
る
も
の
で
b
b
(
説
ニ
)
、
随
っ
て
一
の
使
用
枕
で
あ
ふ
り
夜
接
消
費
税
で
あ
ち
(
警
一
)
、
見
誌
に
よ
ふ
り
此

住
居
使
用
の
奥
に
潜
h
u

所
り
住
居
者
の
所
得
に
謝
す
る
関
係
よ
り
し
て
は
な
し
ろ
一
の
間
接
税
ご
も
き
れ
(
計
四
)
、

(
第
六
組

コ
) 

玉造

第
二

l
三
谷

九
O
T

一
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且
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諭

議

九
O
四

(
第
六
雄

家
屋
積
由
主
・
質

第
二
十
三
谷

四
) 

不
完
全
な
る
所
得
税
の
代
用
古
も
せ
ら
れ
る
(
詰
五
)
O

之
に
謝
し
家
屋
枕
は
其
家
屋
の
所
有
者
に
謝

L
芸
家
尾
の
牧

盆
に
つ
注
牧
盆
税
古
し
て
物
税
己
し

τ課
す
る
も
の
ピ
苫
れ
る
(
註

-c。
B
理
論
上
は
右
の
如
(
で
あ
る
が
、
費
際

に
は
い
輔
嫁
現
象
の
生

T
る
縛
め
に
、
牧
盆
校
正
し
て
所
有
者
に
課
せ
ら
れ
た
家
屋
杭
が
使
用
者
借
家
人
に
暢
嫁

せ
ら
れ
て
住
居
枕
Z
な
る
こ
ご
も
あ
れ
ば
(
健
之
、
住
居
税
が
家
主
に
縛
嫁
せ
ら
れ
て
全
く
家
屋
枕
の
賞
を
有
つ
に

至
る
こ
芭
も
あ
る
(
註
八
)
O

つ
ま
b
輔
嫁
の
錦
め
に
こ
の
税
の
区
別
が
つ
か
な
〈
も
な
り
得
る
(
註
九
)
O

ろ
或
は
初
め

よ
b
し
て
立
法
者
が
此
二
の
殺
の
性
質
を
混
合
し
た
も
の
ご
し

τ制
定
す
る
こ
ご
も
あ
る
。
其
は
英
閣
の
住
家
枕

の
如
き
で
あ
る
(
弘
一
C
)
0

り
剖
之
、
ピ
リ
シ
ス
キ
ー
は
、
住
居
及
家
賃
租
と
は
、
凡
ぺ
て
の
住
居
(
自
己
白
又
は
借
入
れ
の
)
、
随
ワ
て
又
凡
べ
で
の
れ
他
の
借
入
れ

(
 

ら
れ
た
る
草
に
謀
す
る
杭
だ
と
錯
し
、
プ
ア
イ
7

ア
ー
は
、
住
居
枕
は
直
接
に
位
尉
す
る
人
に
課
す
る
も
自
主
活
し
、
ワ
グ
十

1
位
、
住
肘
枕
は

(
健
二
)

所
有
者
出
佐
M
州
事
楽
監
有
つ
の
故
に

X
之
を
有
つ
だ
け
の
箱
悶
に
て
共
所
有
者
世
謀

L
且
つ
同
一
白
方
法
に
て
借
家
人
を
も
課
す
と
岱

L
、
フ
イ

ス
チ
ン
グ
は
、
住
居
又
は
家
賃
枕
は
、
家
日
且
を
佳
肘
枇
望
。
満
足
由
縞
め
の
方
便
・
と
し
て
故
ひ
、
且
づ
義
務
者
と
し
て
住
家
の
占
有
者
(
借
家
人

又
は
自
用
所
有
者
)
を
、
住
尉
目
的
自
活
め
に
偏
在
札
た
る
山
岨
に
よ
明
負
抱
せ
し
む
る
も
四
と
す
る
ロ
亜
ら
に
エ

1
4
ル
ヒ
は
、
住
居
枕
は
、

住
居
場
島
に
よ
り
又
は
住
居
目
的
に
侠
位
れ
た
る
消
費
に
よ
り
測
定
を
ら
れ
て
家
屋
又
は
家
島
部
白
住
居
者
自
粧
だ
と
信

L
、
へ
ツ
ケ
ル
も
、
家

賃
又
は
住
地
松
は
、
住
居
心
初
用
者
在
、
之
に
よ
り
表
は
れ
た
る
消
費
の
棋
平
に
上
り
て
給
付
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
と
鈎
す
。
但
し
ク
ラ
イ
シ

ウ
エ
ヒ
タ
ー
が
家
賃
枕
は
家
主
て
な
〈
て
佐
起
の
惜
人
を
課
す
べ
き
も
の
止
す
る
の
は
狭
告
に
先
す
る
。

川
右
目
如
(
住
居
抵
は
家
賃
一
日
と
普
泊
同
一
に
用
ゐ
、
何
れ
に
し
て
も
住
居
者
四
時
と
さ
れ
る
の
が
祖
例
だ
が
、
家
賃
拾
を
此
て
住
居
間
山
及
替
業

用
家
屋
の
位
周
祉
と
す
る
@
が
あ
る
。
其
れ
同
ロ
ー
マ
シ
て
、
彼
は
家
賃
設
と
目
、
住
居
又
仕
管
業
v
h

利
用
さ
れ
た
揚
露
目
占
宥
者
を
、
被
に
此

Bilinski， Die Gemeindebesteuerllllg. S. 275-6. Pfeiffer， Staatseinnahm-

en. II. S. 483. Wagner， Fw・2 Aufl. II. S. 618. Fuisting， Grlmdzuge 
der Steuεrlehre. S. 32-0. Eheberg， a. a. O. S. 512. Heckel， F、r.r.1. S 
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目
的
心

J

斜
め
に
生
じ
た
る
費
用
又
は
之
が
銘
め
に
彼
よ
り
鈍
さ
れ
た
る
出
山
耳
目
標
準
に
よ
り
て
鵠
せ
ん
と
す
る
も
由
主
話
す
。

(
陸
三
)
ピ
リ
ン
ス
キ
ー
は
、
住
加
枕

E
-
u
消
費
税
L
C
川崎

L
、
ヘ
ツ
ケ
ル
も
家
賃
又
は
佐
肘
枕
は
一
白
消
費
枯
だ
と
し
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
品
ヒ
タ
ー

も
、
家
賃
叉
は
佐
居
枕
は
、
住
居

ω占
有
毒
に
鵠
せ
ら
る
与
所

ω
一
四
消
費
枕
だ
と
泊

L
、
ス
タ
シ
げ
も
、
家
い
血
白
倒
値
に
臨
じ
て
の
住
居
者
白

盤

枯
は
一
白
消
費
給
だ
と
品
し
、
ロ
ツ
ツ
は
住
居
消
費
山
積
は
直
接
消
費
軸
の
悼
系
中
に
屈
す
と
い
ふ
。

(
陸
回
)
ピ
リ
シ
丸
キ
ー
は
、
住
居
稔

E
一
ω
間
接
枕
ー
と
錦

L
、
ョ
ン
ヲ

I
V
は
、
家
賃
税
は
家
賃
の
支
出
よ
り
枚
入
に
、
随
ふ
て
間
接
に
給
付
龍

力
に
決
す
る
が
故
に
二
山
間
接
続
だ
と
泊
し
、
ア
イ
λ

テ
Y

グ
も
、
住
府
又
は
家
賃
抵
は
間
接
税
の
組
問
戸
風
せ
し
む
。
へ
し
と
焔

L
、ェ

1
4
ル

ヒ
は
、
直
峰
山
肘
曲
目
栂
は
或
支
山
よ
り
所
得
に
決
せ
ら
る
誌
だ
け
で
は
、
長

C
間
接
消
費
枕
と
同
一
だ
と
い
ん
。

ア
イ
λ

テ
ン
グ

H
、
佐
府
主
位
家
賃
柑

H
、
非
常
に
不
完
全
な
る
方
法
に
て
所
得
税
に
代
り
又
旧
制
完
す
べ
き
も
山
だ
と
お
し
、
ペ
ラ
フ

忌
ル
芦
干
も
、
之
を
以
て
訓
直
に
不
完
全
な
る
極
細
心
脚
得
課
枕
五
所
得
抵
の
代
用
と
錯
し
、
シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
肱
益
枕
と
し
て
同
家
起
枕
は
、

一
般
所
作
輯
白
柿
光
と
せ
ら
れ
た
る
梢
投
融
と

L
て
の
臼
肘
枇
と
協
同
し
て
は
な
ら
向
と
い
ひ
、
司
ハ
タ
ン
プ
は
、
所
仰
が
家
白
太
さ
と
共
に
出
掛

(
健
五
)

に
挫
動
す
る
棚
あ
る
と
と
が
民
瑚
な
だ
け
に
て
は
、
山
誌
の
倒
値
に
臨
じ
て
の
住
者
の
耽
は
、
所
得
枕
の
粗
雑
な
精
銅
だ
と
犯
し
、
ロ
ヅ
ヅ
も
、
固

有
の
住
居
消
費
積
て
は
、
此
消
費
が
一
定
自
腕
伴
の
大
さ
に
決
せ
し
む
る
と
い
ふ
取
念
る
り
と
い
ひ
、
テ
ス
カ
位
、
加
費
税
(
性
肘
枕
を
合
品
)

は
、
此
山
由
唯
だ
共
抗
該
拘
値
を
謀
勧
ナ
る
物
税
で
な
〈
し
て
、
川
畑
出
が
拡
該
人
目
所
得
た
る
べ
〈
、
共
が
噌
だ
多
hv消
舘
田
町
さ
及
大
き
に
よ
り

6
 

て
測
定
せ
ら
る
る
だ
け
に
て
人
枕
に
似
て
居
る
と
い
ふ
て
居
る
。

フ
イ
λ

ナ
ン
グ
は
、
枇
盆
杭
値
系
に
て
は
家
起
杭
の
物
植
は
、
所
有
者
又
位
受
盆
者
に
牧
盆
獲
得
心
樹
立
山
諒
と

L
て
川
立
つ
闘
の
辿
物

正
と
鵠

L
・
ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
家
い
血
税
を
以
て
、
家
脳
研
有
自
供
す
る
肱
益
を
謀
せ
ん
と
す
る
も
の
だ
と
錯
し
、
ワ
グ
ナ
ー
は
、
所
布
者
が
ん
品
川
胤
よ

(
位
六
)

り
の
牧
益
田
温
め
に
捕
ふ
牧
盤
枕
と
錦

L
、
ク
ラ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
家
い
民
殺
は
立
法
者
の
一
考
に
よ
れ
ば
一
白
牧
街
枕
で
あ
っ
て
家
主

E
諜
窃

す
べ
き
も
の
だ
と
い
日
、
チ
ス
カ
は
、
立
怯
者
同
家
民
税
に
て
借
家
人
を
識
せ
ん
と
せ
ず
し
て
、
土
地
及
家
五
所
有
者
を
謀
せ
ん
司
と
す
日
悼
の
だ
と

7
 

い
日
、
フ
ア
イ
フ
ア
ー
は
、
家
旧
民
枇
は
家
島
問
布
岩
出
共
同
定
的
財
産
よ
り
取
引
刊
す
る
所
相
官
を
謀
せ
ん
と
す
る
も
白
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

8
 

プ
ア
イ
フ
ア

I
、
V
エ
ア
レ

1
、
ヘ
ツ
ケ
ル
、
ロ
ツ
ツ
等
之
を
融

t
。

(
位
七
)

(第
d

ハ
韓

査

九
O
T訓

第
二
十
三
巷

歯

叢

家
雇
抵
の
本
質
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論

叢

家
屋
睡
白
本
質

第
二
十
コ
一
巻

(
第
大
規

九
O
大

プミ
) 

(
詰
八
)
住
居
切
供
給
自
柑
謝
的
に
大
い
場
合
、
一
説
貨
が
描
出
倒
叫
怖
を
ま
は
す
即
由
都
市
山
中
心
地
自
揚
合
に
は
、
家
賃
軸
出
家
主
の
負
婚
に
蹄
す

'
 

る
倒
が
あ
る
。

(
位
九
)

。

ク
ラ
イ
ン
ウ
L

ヒ
タ
ー
は
、
世
際
に
は
帥
押
山
悼
の
ぬ
め
に
比
二
枕
が
会
〈
同
一
に
硯
は
る
る
こ
と
誌
な
る
と
い
必
。

(睦

-
O
)

英
幽
白
住
肘
家
起
砧
は
姐
例
・
化
肘
者
米
は
借
家
人
よ
り
宝
抑
は
る
る
が
、
分
削
し
て
貨
唆
さ
れ
た
も
り
に
て
は
所
山
引
者
か

ι摘
は
る

る
O

共
故
戸
並
に
遁
体
的
な
る
糊
仙
跡
事
情
山
一
仏
め
に
、
牧
内
叫
枯
と
住
肘
描
と
白
悦
合
的
性
質
を
有
円
J
O

尤
も
フ
ァ
イ
ア
ア
ー
は
叫
に
も
拘
ら
ず
之

2
 

を
皐
な
る
家
賃
枯
と
い
ふ
て
陪
る
。

コ
戸
数
制
正
の
阪
別
|
|
戸
数
割
は
所
得
税

ω路
憾
で
あ
り
、
世
梢
主
、
削
も
家
財
又
は
其
一
部

ω使
用
者
一
し
制
到

し
決
金
所
得
に
依
り
、
併
も
幾
分
か
其
資
力
的
見
立
を
も
加
味
し
て
人
税
的
に
謀
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
山
山
主

世
に
於
て
位
居
校
正
岡
に
が
棋
準
に
於
℃
賂
た
物
件
に
於

τ
(概
準
は
一
方
は
家
賃
、
他
方
は
所
得
H
A
見
立
。
物

件
は
一
方
は
住
居
、
他
方
は
構
戸
一
え
は
獅
立
止
士
計
)
之
ご
異
る
。
川
そ
し
て
家
屋
一
枕
ご
は
主
髄
に
於
て
も
諌
枕
物

件
に
て
も
異
h
、
課
税
脱
出
T
h
亦
会
t
異
る
o

戸
数
捌
の
主
慨
は
世
帯
主
、
中
部
局
税
り
は
家
尾
所
有
者
。
戸
数
制

の
物
件
は
椛
戸
.
又
は
澗
立
生
計
、
家
脱
税

ωは
家
屋
又
は
法
所
布
又
は
其
牧
盆
で
あ
り
、
戸
数
剣
山
り
標
準
は
所

得
及
見
立
‘
家
屋
税
の
は
家
屋
の
慌
時
相
又
は
其
家
賃
又
は
共
外
形
棋
準
で
あ
る
o

税
質
か
ら
い
ふ
て
も
戸
数
制
は

人
税
で
ゐ
っ
て
、
家
居
税
H
H

一一

ω牧
品
価
税
で
ゐ
り
物
税
で
め
る
。

司
一
地
租
資
本
利
子
税
及
傍
義
己
の
阪
別
川
家
屈
枕
は
一
の
装
枕
ご
し
て
物
税
正
し
て
此
等
竺
一
一
税
正
共

通
牲
を
も
つ
の
は
い
ふ
を
待
た
ぬ
が
、
小
山
此
等
の
三
税
Z
封
立
し
て
一
の
濁
立
の
も
の
ど
な
る
斜
め
に
は
司
共
謀

口 s.320. Ehehe:r，百， a. a 口 S.5!T 
Fuistin:g-， a. a. 0.--S 可20. Bela ドoldes，a. a. O. S. 522. S_ch古田町
印刷訂正 13. T. S. 180. "'Sti).mp， 1. c. p・10. Lotz， a目a.。目 s.483・
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Fuisting，礼 a.O. :-;. 320. Hじc1日1.a. R. o. S. 277. Wagner， a. a. 0 
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税
物
件
に
於
工
重
俊
せ
な
γ
や
う
に
し
な
〈
て
は
な
ら
向
。
所
が
此
が
容
易
に
重
複
課
税
ご
な
ち
て
猫
立
存
在
の

意
味
や
成
百
両
こ
言
、
な
ら
得
る
(
註
二
)
0

い
先
づ
其
の
地
租
H
A
資
本
利
子
枕
ピ
の
閲
係
か
ら
い
ふ
正
、
家
屋
牧

盆
な
る
も
の
は
川
平
話
や
る
に
共
潟
め
の
地
代
、
と
建
築
物
の
資
本
利
子
ご
の
合
成
物
で
あ
っ
ザ
¥
家
印
刷
枕
は
地
祖

1

己

資
本
利
子
税
Z
ω
結
合
一
枕
ピ
ご
も
い
ひ
得
る
も
の
，
た
か
ら
し
て
、
此
等
Z
の
重
複
を
越
〈
る
の
に
は
、
地
租
己
の

関
係
に
て
は
、
地
租
に
於
て
家
屋
つ
き
の
土
地
を
謀
L
な
い
こ
ご
に
す
る
か
、
家
屋
枕
に
於
て
飢
に
地
租
に

τ謀

せ
ら
れ
た
る
地
代

ω分
子
を
除
い
て
建
物
の
分
の
み
に
抑
附
す
る
か
の
外
な
h
t

が
、
我
闘
の
如
〈
地
租
の
畿
達
可
な

り
古
〈
・
建
物
つ
き
の
土
地
仁
も
拙
祖
を
課
す
る
例
に
慣
れ
て
居
る
己
き
に
前
の
方
法
は
採
ち
難
(
、
殺
の
方
法

を
採
る
よ
ム
り
外
は
な
き
こ
ピ
に
な
る
o

蕗
が
此
に
て
家
賃
よ
ち
地
代

ω妙
子
を
控
除
し
た
も
の
を
扱
き
出
す
こ
ご

が
可
な
h
六
っ
か
し
〈
は
ゐ
る
。
斯
く
て
勤
も
す
れ
ば
質
際
に
は
地
租
が
凡
べ
て
の
土
地
の
地
代
を
課
税
し
っ
、

(
空
二
)
・
家
屋
枕
も
が
凡
吋
て
の
家
賃
(
地
代
ピ
引
か

F
る
)
を
課
税
し
て
重
複
謀
枇
ざ
い
子
』
ご
に
な
る
o

そ
れ

か
ら
資
本
利
子
税
ご
の
聞
係
で
は
、
資
本
利
子
枕
の
方
に
て
家
屋
抵
賞
の
貸
付
資
本
を
課
税

L
な
レ
こ
己
、
す
る

か
、
家
屋
枇

ω方
に
て
仙
入
資
本
に
て
建
て
た
る
中
部
同
胞
を
除
外
す
る
(
白
有
資
本
に
よ
る
家
屋
ゆ
み
を
畝
枕
し
)
こ

ご
、
す
る
か
で
な
く
て
は
重
複
融
税
が
逃
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
此
ニ

ω方
法
の
中
に
つ
き
て
は
、
山
郡
山
原
枕
の
方

が
資
本
刺
子
税
よ
h
も
捕
棋
の
一
周
容
易
な
も

ω
Vい
か
ら
(
詰
一
一
一
一
)
、
同
も

ω
で
も
出
来
る

rり
は
家
い
開
校
の
h

践
に

て
取
っ
た
方
が
便
宜
で
ゐ

h
、
随
ム
て
家
尿
枕
で
は
凡
べ
て
の
建
物
を
十
分
に
課
税

L
、
資
本
利
子
枕
じ
て
建
物

論

議

1
山
本
民
曲
目
本
質

市
計
二
十
二
一
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九
口
じ
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第
六
挽

ヒ
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論

議

家
屋
甜
山
本
質

第
三
十
=
一
審

(
第
六
腕

A 
) 

九
O
A

地
調
保
の
貸
付
資
本
を
除
外
す
る
こ
己
、
す
べ
き
に
が
、

き
て
併
し
質
際
に
は
資
本
利
子
校
仁
て
建
物
館
保
の
分
を

除
(
こ
ご
が
出
来
な
い
で
(
註
一
回
)
、
其
結
果
巴
重
複
課
税
正
な
る
こ
ご
も
生
宇
る
。
ハ
川
偉
業
税
ど
の
関
係
で
は
、

抽
営
業
用
の
家
屋
に
て
は
営
業
股
盆
の
中
に
其
・
家
屋
政
盆
に
嘗
る
も
の
が
合
ま
れ
て
居
る

ω
rか
ら
、
拙
官
業
校
正
家

屋
税
ご
の
重
複
を
避
f
る
の
に
は
、
家
屋
税
に
て
会
〈
判
官
業
用
家
屋
を
除
外
す
る
か
、
営
業
税
に
て
管
業
者
が
其

白
有
家
屋
を
管
業
用
に
し
た
る
己
借
入
家
屋
を
笹
業
用
に
し
た
る
ぜ
を
問
は
宇
、
凡
べ
て
修
業
政
盆
か
ら
家
賃
に

首
る
も
の
を
除
主
た
る
も
の
に
謀
す
る
か
の
一
一
の
中
、
何
れ
か
一
を
採
る
外
な
い
が
、
家
屋
税
り
捕
捉
易
に
基
き

右
の
中
で
は
第
二
を
採

b
、
即
ち
家
屋
税
に

τは
凡
ぺ
て
の
家
屋
を
課
し
、
管
業
税
に
て
家
賃
控
除
を
行
ふ
Z
す

る
の
が
選
む
べ
し
ご
い
ふ
二
ご
に
な
る
。
庭
が
質
際
我
閣
の
倍
業
牧
盆
枕
の
如
〈
且
官
業
者
的
借
入
家
屋
の
場
合
に

の
み
家
賃
を
提
用
正
し
て
控
除
し
(
健
一
豆
、
自
有
家
屋
の
場
合
に
は
之
合
控
除
せ
凶
ご
い
品
こ
ご
に
な
る
ご
、
少

(
ご
も
白
有
家
屋
に
闘
す
る
限
b
、
普
通
の
家
屋
枕
は
管
業
税
正
重
複
す
る
ζ

正
に
な
る
。
そ
し
て
其
家
屋
税
に

て
屡
々
行
は
る
、
や
う
に
、
自
有
家
屋
な
る
の
放
に
、
借
入
家
居
よ
h
も
重
い
卒
を
趨
用
す
る
に
於
て
は
一
一
層
の

不
日
常
一
中
を
も
生
守
る
。

(
註
-
-
〉

拙
文
、
地
方
車
屋
抵
の
常
否
、
第
一
段
レ
い
川
作
品
世
間
。

「
位
-
=
)

我
圃
由
地
租
は
然
り
。

3
 

6
 

プ
ア
イ
フ
ア
l
、
チ
ス
ヵ
、
ロ
ツ
ッ
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
ダ
λ

籍
、
家
日
且
粧
の
鞠
件
目
拙
捉
嗣
却
を
詑
〈
ω

(註=-一)

(
駐
-
回
)

我
闘
の
委
本
刺
子
酷
は
執
り
。
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〔註
E

五
)

a

I

4
ル
ヒ
も
、
借
家
人
に
と
り
て
は
、
家
賃
は
普
業
用
家
屋
に
於
て
生
成
費
白
一
部
を
成
す
と
い

ho
之
を
膏
議
枕
に
て
控
除
す
る

は
賞
品
冊
目
盛
偉
で
あ
る
。

第
二
段

家
屋
税
の
課
税
物
件

家
屋
枕
の
類
似
枕
Z
の
匝
別
闘
係
は
上
に
い
ふ
如
〈
で
、

共
に
よ
b
て
此
枕
の
主
慢
の
家
屋
所
有
者
た
る

三
課
税
様
準
・
は
家
屋
の
樹
椅
、

家
賃
又
は
外
形
標
準
に
正
V

ム-』
Z
も
略
ぽ
明
か
正
な
っ
た
ご
し
て
、

其
課
税

物
件
は
家
屋

共
所
布
、

叉
は
並
(
牧
盆
に
ご
せ
ら
れ
た
が
、

共
が
一
の
牧
盆
枕
に
ご
せ
ら
れ
る
以
上
は
、

此
が
物

件
が
家
屋
又
は
某
所
布
に
ご
色
る
、
.
こ
し
て
も

此
に
牧
盆
り
M
H
在
叉
は
推
定
が
存
す
吉
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ド
掘

が
北
(
牧
盆
的
現
は
れ
方
が
山
水
屈
の
用
品
埴
仁
よ
っ
て
回
到
る
も
の
が
ゐ
h
、
主
(
を
明
か
に
す
る
の
は
、

此
税
の
性
質
を

hm
る
に
於
て
必
要
で
あ
る
。
品
川
つ

τ拡
に
之
を
説
〈
。

寸
所
羽
者
の
自
別
に
供
し
た
る
場
合

ハ
川
共
住
居
別
に
供
し
た
る
場
合

l
l
-所
有
者
が
某
家
屋
を
周
ゐ
る
方
法
の
第
一
は
之
を
自
己
の
住
居
用
に
供
し

た
場
合
で
ゐ
る
。

εし
て
其
r
h

し
て
も
固
有

ω住
居
ご
は
い
へ
な
い
や
う
な
、
而
か
も
傍
利
用
ご
も
い
へ
な
い
や

う
な
、
無
意
味
な
、
叉
は
賛
諜
な
使
方
を
す
る
喧
』
ご
も
あ
る
が
、
其
も
畢
一
党
す
る
に
、
彼
の
生
活
上
の
一
使
用
み

法
正

L
て
、
康
義
で
は
住
居
用
に
入
れ

τ可
で
ゐ
る
o

而
し
て
此
等
凡
べ
て
住
居
周
の
場
合
じ
は
此
家
屋
は
所
有

者
に
何
等
、
有
形
の
牧
盆
を
生
じ
な
い
(
註
一
六

)

G

唯
に
認
に
家
賃
に
相
嘗
す
る
も
の

(
よ
ち
し
て
地
代
を
除
、
き
た

諭

議

家
届
枕
甲
車
質

第
二
十
三
容

(
第
」
ハ
蹴

ι
コ
ι

ブ

EJJ

台
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E前

議

家
い
血
枕
由
本
質

第
二
十
三
谷

(
第
六
挺

コ一

O
)

九

O 

る
も
の
)
を
生
じ
た
正

L
て
、
蹴
念
上
に
牧
盆
を
認
め
る
一
一
ご
は
出
来
る
。
だ
か
ら
英
場
合
の
牧
篠
は
唯
に
全
〈

無
山
中
山
り
も
の
で
あ
る
(
泣
一
さ
。
併
し
之
を
有
形
牧
他
で
な
い
か
ら
ど
い
ふ
て
無
校
正
し
て
は
有
形
牧
盆
の
生
守
る

場
合
正
の
権
衡
上
、
不
公
一
中
に
な
る
。
だ
か
ら

L
て
之
を
も
一
の
有
形
牧
盆
正
明
等
の
も
の

E
L
-
-
様
に
課
税

す
べ
き
で
は
め
る
の
併
[
夏
に
進
ん
で
考
ふ
る
正
き
は
此
に
て
は
有
形
牧
盆
山
生
じ
な
い
の
み
で
な

f
、
之
が
維

持
修
総
に
費
用
を
要

l
、
新
〈
て
も
備
は
古
〈
な
る
に
随
ひ

τ家
屋
川
地
物
自
身
.
北
(
附
恨
備
を
減
少
し
て
行
〈
ご
い

ふ
不
利
が
あ

b
宗
一
λ
)
、
特
に
其
が
自
有
資
本
で
出
来
1
居
れ
ば
ま

r幾
で
色
あ
る
が
、
借
入
資
本
か
ら
成
る
場

合
の
如
き
、
其
上
に
も
元
利
帥
加
を

L
な
〈
て
は
な
ら
す
、
彼
是
計
算
す
る
ど
き
に
共
山
投
及
個
別
夫
ピ
認
む
司
へ
き
も

の
を
.
家
賃
に
相
省
ず
る
も

ω
か
ら
差
引
〈
ご
、
残
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
く
な
る
。
尤
も
精
密
に
い
v

ふ
ご
き
は
、

借
入
金
の
利
子
は
費
用
ど
し
て
差
引
か
な
〈
て
は
な
ら
泊
が
、

元
金
抑
は
差
引
〈
に
及
ば
的
H
E
もい
1

へ
る
。
其
一
克

金
腕

ω
行
は
れ
た
v
り
は
、
中
部
屋
所
有
主
的

J

純
則
産
の
増
大
ご
な
っ
て
行
〈
か
ら
で
ゐ
る
。
併
し
共
ご
同
時
に
古

〈
な
る
に
随
っ
て
越
物
自
身
内
債
値
を
減
少
す
る
度
合
を
見
依
っ
て
控
除
す
る
司
」
ど
は
必
要
ご
な
る
。
で
結
局
、

出
凪
〈
家
賃
に
蛍
る
も
の
か
ら
し
て

地
代
、
借
入
資
本
の
利
子
、
修
総
袋
、
減
傾
消
却
費
ド
い
り
を
控
除
す
る
の
が

正
嘗
に
ご
い
ム
-
」
ど
に
な
る
。

る
建
築
用
地

A
建
物
位
、
制
の
問
有
の
定
時
に
於
け
る
牧
盆
を
生
ぜ
ず
と
い
ひ
、
エ

1
4
ル
ヒ
も

自
己
住
居
及
自
己
刺
用
は
唯
だ
牧
盆
を
翻
念

(
註
二
A
)

ク
ラ
イ
ン
、
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
所
有
者
自
身
白
佐
屈
す
る
家
段
は
何
轄
の
家
賃
収
誼
量
生
せ
ず
と
い
ひ
、

h
F

ル
グ
ト
も
、
自
ら
利
用
す



す
る

u
b
て
、
政
誼
共
も
凶
で
は
な
い
と
い
ふ
て
問
る
。

(
陸
一
七
)
前
社
エ

1
4
ル
ヒ
事
問
。
向
ほ
彼
は
別
に
、
自
己
住
民
と
い
ふ
ζ

と
が
、
総
ら
ざ
れ
ば
家
賃
に
現
は
れ
た
る
収
益
を
視
は
す
と
お
し
、

ク
ラ
イ
ン
ウ
品
ヒ
タ
ー
は
、
粗
砧
立
法
山
悦
際
ば
、
所
市
高
が
北
一
車
川
剖
を
賃
貸
し
特
る
こ
と
、
熱
る
と
き
に
彼
が
家
賃
牧
益
を
布
ち
た
る
べ
き
こ

と
の
仰

F

ん
に
減
る
。
或
は
此
の
如
吉
弘
告
に
、
家
主
が
他
人
の
家
財
に
剖
ワ
た
な
ら
ば
、
彼
が
捌
っ
た
笹
山
山
本
貨
を
自
身
に
訓
ふ
と
い
r

ふ
こ
と
が

僻
定
せ
ら
る
お
と
泊
す
。
共
他
ペ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
が
、
自
己
山
一
刑
川
に
川
立
つ
家
此

A
佐
居
に
て
桔
源
は
利
川
川
町
倒
備
だ
と
川
ふ
て
居
る
山
り
は

其
松
町
酬
と
い
ふ
岡
山
仙
方
が
不
適
相
で
は
あ
る
が
、
此
場
告
の
課
税
物
件
が
利
川
内
個
値
だ
と
い
ふ
志
時
・
と
す
れ
ば

E
L
い。

プ
ア
イ
フ
ア

i
は
、
成
家
以
内
家
賃
の
よ
る
場
合
に
は
、
貨
は
家
臨
自
主
ワ
ド
血
の
ゴ
地
。
倒
他
騰
貴
に
M
貯
な
ら
向
。
一
品
M
院
は
其
自
身
、

共
倒
他
に
て
利
得
す
る
ζ

と
は
山
出
向
。
反
到
に
物
の
性
質
か
ら
い
ふ
と
、
よ
山
〈
な
れ
ば
な
る
ほ

r、
修
締
を
延
し
倒
値
を
減
ず
る
こ
と
L

な
る

と
い
点
。

(
陸
一
八
)

)
 

B
共
営
利
用
に
供
し
た
る
場
合
|
l
家
局
所
有
者
が
共
家
屋
を
自
ら
の
営
利
用
に
供
し
た
場
合
に
も
、
共
が
踊
叫

(

、

立
し
た
有
形
股
益
は
生
じ
な
い
(
此
一
九
)
G

た
uv

共
が
家
賃
に
相
常
し
た
も
の
に
け
、
肱
官
業
牧
袋
凶
ス
世
間
山
中
に
合

盟

立
(
か
ら

L
て
人
工
的
方
法
に
て
計
算
L
山
d
こ
ど
が
山
来
る
に
り
で
あ

ま

れ

て

扇

る

正

す

べ

き

で

ゐ

h
a二
の
)
、

る
o

尤
も
精
密
に
い
へ
ば
此
米
日
出
仁
地
代
.
修
結
史
、
減
倒
消
却
額
、
利
掛
裂
な

νら
の
費
用
を
件
ふ
ピ
ら
う
が
、

其

ω家
H
M
に
時
間
る
も
の
が
何
税
か
此
等

ω投
則
合
超
過
し
た
も
の
に
ご
レ
ふ
こ
ご
は
推
測
し
得
る
o
品
川
し
共
超
過

部

ω大
〈
な
い
ご
レ
ふ
一
』
三
は
あ
ら
う
。

(
陸
一
九
)

ポ
ル
グ
ト
も
、
所
有
者
が
共
家
屋
を
自
己
の
農
ヨ
前
川
に
併
し

コ
ン
ラ
ー
ド
は
、
僻
業
川
内
蛇
物
は
制
比
の
牝
徒
を
血
ぜ
ず
と
い
ひ

た
ピ
け
で
は
、
此
H
h
組
械
的
問
助
白
柿
山
材
料
と
な
る
。
此
山
如
告
も
の
と
し
て
猫
立
日
つ
計
誌
上
分
別
す
べ
き
牧
盆
を
生
ず
る
と
と
は
山
車
な

(
集
大
都

体
二
十
-
一
一
巷

} 

ゴL

議

諭

家
H
H
祉
の
本
質

100. 
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議

い
主
い
品
開

論

家
屋
積
由
本
質

第
二
十
三
巻

(
第
六
掛

) 

九

4

フ
ァ
ー
ル
タ
ス
出
、
替
業
的
組
審
に
周
立
ワ
家
屋
及
桂
昼
に
て
位
、
此
組
替
の
牧
盆
が
積
減
量
凪
形
す
と
い
ふ
が
位
、
調
は
不
適
賞

(
陸
ニ
O
)

だ
が
、
議
に
い
ふ
と
同
議
と
す
れ
ば
正
し
い
。

代
、
共
の
住
居
及
替
利
粂
用
に
供
し
た
る
場
合

1
i往
々
に

L
て
一
の
家
屋
、
時

Z
Lて
は
同
一
の
室
を
も
、
住

居
ピ
畿
業
ご
仁
併
せ
用
ゆ
る
こ
ピ
が
め
る
。
此
場
合
に
は
理
論
上
に
は
別
物

Z
L
て
扱
ふ
こ
E
は
出
来
る
が
、
質

際
に
之
を
分
別
す
る
-
』
E
は
頗
る
六
っ
か
げ
し
い
o

C
所
有
者
が
賃
貸
用
に
供
し
た
る
場
合

l
l此
場
合
に
は
、
少
〈
古
も
所
有
者
の
私
経
済
上
に
は
明
か
に
家
賃
ぜ

い
ふ
有
形
の
牧
盆
を
、
直
接
に
皐
げ
得
る
富
三
百
貨
に
家
屋
校
が
地
税
芭
離
れ
て
牧
盆
税
ご

L
て
獅
立
の
訓
位

を…
ιむ
る
仁
至
っ
た
の
も
、
家
屋
に
於
け
る
賃
貸
が
生
じ
て
、
之
に
於
て
有
形
牧
盆
の
生
宇
る
こ
ぜ
、
な
っ
主
持

め
で
あ
b
、
杢
〈
経
燐
界
の
一
般
の
進
歩
に
件
ふ
も
の
仁
外
な
ら
ぬ
。
尤
も
家
賃
の
全
部
が
家
原
所
有
者
に
属
す

ぜ
限
ら
す
、
先
以
て
地
代
を
引
去
ら
な
〈
て
は
な
ら
守
、
更
に
借
入
資
本
に
よ
る
場
合
の
如
き
、
少

fz-也
利
子

梯
を
も
差
引
か
な
〈
て
は
な
ら
争
、
修
繕
費
、
減
傾
消
却
費
も
引
が
な
(
τ

は
な
ら
す
、
少
(
E
-
h
夫
の
利
抑
の

縞
〈
限
h
家
庭
所
有
者
に

z
h
て
剃
す
所
の
少
い
ご
い
ふ
こ
ご
は
あ
り
得
る
。

(
位
-
一
一
)

前
ル
グ
ト
は
・
建
物
っ
き
土
地
の
牧
躍
は
、
此
が
賃
貸
さ
れ
た
時
に
最
明
か
担
割
は
る
主
鵠

L
、
そ
し
て
拘
ア
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ

1
、
ィ

ラ
フ
エ
ル
デ
ス
、

z
!
。
へ
ル
ヒ
帯
、
此
場
合
自
家
賃
を
明
か
に
肱
布
者
の
所
得
主
同
す
叩

九
日
住
居
用
の
賃
貸
家
屋
|
|
仁
ゐ
h
て
は
上
に
い
ふ
通
り
、
少
〈
正
も
家
尾
所
有
者
に
z
h
て
は
牧
盆
が
有
形
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的
且
つ
直
接
に
生
宇
る
。
彼
の
な
経
済
上
に
は
牧
盆
を
生
じ
、
彼
の
所
得
正
も
な
る
の
げ
い
が
、
併
し
園
民
経
済
の

会
館
か
ら
い
へ
ば
一
の
享
楽
川
に
供
苫
れ
た
仁
過
ぎ

?
L
r
、
生
産
用
に
供
苫
れ
た
の
で
な
〈
、
何
等
の
牧
盆
を

生
じ
な
か
っ
た
正
い
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
(
啓
三
)
O

化
ヤ
租
税
に
於
て
問
題
・
己
す
る
所
の
も
の
が
、
凶
民
経
済
上

の
意
味
に
て
の
牧
盆
で
は
な
〈
、
な
経
滑
に
て
各
人
の
見
て
以
て
牧
盆
を
生
じ
た
ご
潟

L
、
所
得
を
生
じ
た
ご
縛

す
も
の
で
あ
る
の

rか
ら
、
此
れ
ゐ
る
が
伎
に
、
此
が
課
税
の
物
館
正
な
ら
凶
ご
い
ふ
に
は
及
ば
向
。

ク
ラ
イ
ン
ク
エ
ヒ
タ
ー
は
、
(
住
民
心
)
・
品
川
且
枯
は
私
組
泊
目
語
此
に
て
由
み
壮
徒
枯
て
同
ゆ
っ
て
、
開
民
総
演
目
意
味
て
は
牧
益
枕
と
は

い
ふ
を
得
向
。
住
肘
は
仙
川
を
止
屈
し
、
賀
川
出
状
誌
を
生
ず
る
止
出
川
具
で
は
な
い
と
い
ふ
て
は
刷
る
叫

)
 

日
笹
利
川
の
賃
貸
家
屋

l
i
仁
ゐ

h
t
は
、
此
は
所
有
者
に
ご
り

τな
経
済
上
直
接
に
有
形
牧
盆
を
生
宇
る
の

(
 

み
で
な
〈
、
岡
民
経
済
上
に
も

(
註
ニ
ニ
)

借
主
の
柑
営
利
牧
釜
山
り
中
に
、
此
に
使
用
苫
れ
た
る
家
H
m
相
常
の
牧
盆
を
も
生
じ

て
居
る
。
此
場
合
の
家
経
税
は
何

μ
の
意
味
に
て
も
牧
彼
枕
で
め
る
。

第
三
段

家

犀

税

の

地

位

前
段
に
於
て
家
屋
枕

ω課
税
物
件
を
明
か
に
し
た
る
の
後
は
、
最
よ
り
此
枕
的
存
在
の
係
地
如
何
を
除

L
て
見

る
で
あ
ら
う
。

(ー)
住
居
用
の
家
屋
0) 

家
屋
'fJt 

(
静
六
抗

端

第
二
十
三
容

論

家
面
積
の
本
質

) 
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諭

家
脱
税

ω本
質

第
二
十
三
省

(
第
六
抗

ゴL

四

三
四
)

議

的
住
居
税
に
よ

h
て
代
ら
し
め
得
る
。
|
|
住
居
周
の
家
屋
に
家
屋
税
が
謀
せ
ら
れ
た
ご
し
て
も
、
少
〈
古
も

白
用
住
帰
家
屋
仁
一
附
す
る
限
b
、
其
は
佐
居
枕
ご
選
ぶ
断
は
な
い
(
説
二
三
)
O

他
和

ω家
屋
は
、
家
賃
収
盆
な

h
楼

利
政
盆
な
、
0
・
ぜ
血
中
げ
る
も
の
に
謀
す
る
の
だ
か
ら
牧
盆
税
に
ご

L
て
も
、
此
白
用
住
家
に
つ
い
て
は
住
居
税
に
外

な
ら
す
ご

L
1
、
家
民
税
は
つ
土
b
住
居
税
正
中
部
屋
税
ご

ω
結
合
、
即
ち
使
用
枕
Z
牧
盆
税
芭
の
結
合
に
ぜ
い
ひ

得
品
。
そ
し
て
筑
貸
住
民
に
て
も
北
(
家
民
税
は
借
家
人
へ
の
鱒
嫁
可
能
が
大
ハ
ー
の
仁
か
ら
、
此
住
居
期

ω家
屋
は

一
一
加
の
噌
』
正
、

必
然
に
住
居
税

ω性
質
を
も
う

e

へ
き
自
即
位
家
的
分
ピ
、
賃
貸
住
居
家
屋
の
H
T
Z
を
一
緒
に
し
て

住
居
税
ご
し
て
制
附
す
る
こ
ご
に

L
ゃ
う
か
ご
の
考
も
起
る
o

確
か
じ
此
も
一
案
で
め
る
o

雇
二
三
)

エ

1
4
ル
ヒ
は

家
い
朗
枕
は
、
自
住
者
に
と
り
て
は
其
働
告
に
依
れ
ば
伺
居
前
設
の
枕
に
叫
り
、
そ
し
て
共
仙
の
所
刊
か
ら
支
摘
は
る

る
ζ

と
に
な
る
と
い
ひ
、
ク
ヲ
イ
ン
ウ
L

ヒ
タ
ー
も
、
別
市
者
目
、
b
引
肘
す
る
家
い
却
は
家
賃
収
益
配
止
じ
な
い
。
此
白
如
き
家
躍
は
牧
盆
財
産
て

な
〈
し
て
一
白
一
学
染
肘
庄
一
官
。
比
に
謀
、
ず
る
枯
は
牧
証
話
ど
な
〈

L
河
叫
叫
抑
制
批
枯
だ
と
い
ひ
、

4

7
フ
エ
ル
デ
λ

は
、
賃
貸
さ
れ
ず
し
て
所
有

山

者
自
ら
利
則
す
る
家
脳
内
枇
は
地
き
樹
党
枕
白
性
質
を
も
っ
と
い
1

ふ
。

町
家
日
出
税
に
依
る
ご

L
て
地
純
資
本
利
子
税
己
の
関
係
に
考
慮
を
要
す
る
。
ー

l
比
住
居
家
屋
で
も
、
賃
貸
さ

れ
た
分
以
明
か
i
所
有
者
に

J

じ
り
工
牧
盆
を
生
十
る
の
だ
か
ら
、
牧
盆
枕
た
る
家
康
税
を
課
し
て
も
良
い
し
、
自

住
家
屋
に
は
有
形
牧
盆
は
な
い
け
れ
ど
も
持
主
帥
も
住
活
者
に
己
り
て
一
の
無
形
の
牧
盆
を
生
じ
た
己
も
錯
し
得

る
か
ら
凶
之
に
も
牧
盆
枕
た
る
家
屋
税
を
諒
し
て
良
い
o

併
し
此
場
合
に
は
其
家
賃
に
蛍
る
も
の
に
合
ま
る
る
地

代
以
、
隣
仁
地
租
仁

τ課
税
さ
れ
た
ピ

Lτ
考
慮
し
な
〈
て
は
な
ら
や
，
、
借
入
資
金
仁
て
家
屋
を
建
て
た
る
芭
き
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に
は
、
之
に
謀
せ
ら
れ
た
る
資
本
利
子
税
を
も
考
慮
し
な
〈
て
は
な
ら
向
。
然
る

F
Eは
此
佳
居
家
屋
枕
に
て
謀

せ
ら
る
ぺ
き
も
の
は
、
自
有
資
本
に
て
建
設
せ
ら
れ
た
る
住
居
の
家
賃
か
ら
地
代
を
控
除
し
た
残
b
の
も
の
ご
、

借
入
資
本
に
て
建
設
せ
ら
れ
た
る
佳
屈
の
家
賃
か
ら
地
代
及
利
子
を
引
い
た
惑
b
の
も
の
ご
だ
け
ご
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
長
一
一
凹
)
O

然
る
に
逗
頃
の
如
(
借
入
資
本
に
依
ー
り
て
建

τら
る
る
も
の
が
多
〈
な
る
吉
、
比
庭
に
於
け

る
家
屋
枕
を
課
す
る
の
徐
地
は
盆
々
一
狭
ハ
ー
も
の
ど
な
ら
ざ
る
を
待
品
。
術
其
上
に
も
修
繕
費
減
倒
消
却
費
を
も
控

除
す
る
正
き
に
は
愈
々
以

τ其
依
地
が
狭
〈
な
る
ο

(
駐
ニ
回
)

各
回

j
地
町
随
て
砲
物
づ
き
土
地
も
が
地
組
を
掛
せ
ら
れ
、
告
回
費
卒
、
家
屋
建
築
に
川
ゐ
ら
れ
た
る
費
本
も

仰

が
資
本
枕

E
諒
せ
ら
る
る
と
き
に
は
、
家
封
殺
は
物
蹴
な
含
乙
と
止
な
ら
う
と
い
ふ
て
居
る
が
寅
際
、
我
園
白
費
本
刺
子
枇
で
は
借
入
資
本
町

ペ
ラ

7

エ
ル
デ
ス
は

み
を
操
舵
し
て
府
る
か

b
、
彼

ω
い
し
「
は
ほ
ど
に
家
島
枯
出
物
山
闘
を
依
〈
こ
と
に
は
な

b
な
い
。

一
一
自
己

ω鐙
利
用
・
米
崖
の
家
屋
税
ー
ー
は
別
に
存
す
る
地
租
や
崎
営
業
枕
や
の
追
加
税
又
は
補
足
枕
ご
も
い
ふ
ぺ
き

も

ωで
(
詰
二
五
)
、
共
生
す
己
の
関
係
を
考
慮
L
、
小
川
共
上
に
も
資
本
利
子
ピ
の
闘
係
を
徐
し
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
中
に
就
き

(
註
ニ
五
)

Z
1
4

ル
ヒ
川
、
家
M
血
枕
は
、
自
己
申
組
械
に
刑
川
し
た
る
家
起
に
つ
い
て
は
、
地
租
皆
業
和
、
事
情
に
よ
り
て
は
一
般
所
得
税
白
附

加
枕
と
し
て
胡
は
る
と
い
ふ
。

)
 

A
原
始
産
業
用
り
も
の
じ
て
は
|
|
其
家
賃
に
常
る
も
の
の
中
か
ら
、
先
以

τ地
相
に

τ課
せ
ら
れ
た
る
地
代

(
 

を
控
除
し
、
借
入
資
本
に
て
諮
ら
れ
た
る
家
屋
な
る
ご
さ
は
、
資
本
利
子
枇
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
更

割安

両市

第
二
十
三
岱

(
第
六
掠

家
屋
秘
心
本
質

=一
E
)

九

歪正
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論

費量

家
昼
祇
白
本
質

第
三
十
三
谷

(
第
六
抗

九
-
六

，、
) 

に
修
繕
費
減
傾
消
却
費
も
引
去
る
正
量
に
弦
に
は
諌
税
の
除
地
は
ゐ
っ

τも
償
額
に
見
積
っ
て
大
し
た
も
の
で
は

な
か
ら
う
。

町
商
工
業
用
の
も
の
|
|
に
て
は
地
租
己
資
本
利
子
校
三
の
み
な
ら
す
、
備
は
柑
営
業
殺
を
も
考
慮

L
な
〈

τは

な
ら
向
。
そ
し
て
我
闘
枕
法
で
は
経
由
業
牧
徒
税
に
て
地
机
及
資
本
利
子
税
を
考
慮
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
其
修
業

所
得
の
計
算
に
於
て
勝
目
業
者
の
白
用
家
屋
的
家
賃
に
蛍
る
も
の
を
費
用
己
し
て
引
か
な
い
か
ら
、
管
業
牧
盆
枕
が

肱
に
此
場
合
の
家
同
地
税
を
も
合
ん
で
居
る
諜
で
め
り
、
自
動
的
に
後
業
用
家
屋
の
課
税
を
行
っ
て
居
る
正
し
な
り

れ
ば
な
ら
品
。
に
か
ら
訟
に
は
家
屋
枕
タ
認
す
べ
き
の
品
川
地
は
会
〈
な
レ
の
で
ゐ
る
o

強
ゐ
て
此
に
之
を
課
し
た

な
ら
ば
、
芸
は
重
強
制
同
税
ご
い
w

ふ
こ
Z
に
な
ら

F
る
を
得
的
自
(
註
二
六
)
O

ロ
ツ
ツ
は
、
政
注
し
た
皆
謀
説
又
は
密
謀
者
自
此
他
的
多
般
的

ω負
慣
を
存
す
る
岡
山
川
於
て
、
府
舗
工
場
事
務
所
民
家
屋
税
を
訴
す
る

切

と
き
に
、
自
己
白
家
屈
に
て
前
到
す
る
響
業
者
四
重
き
重
複
負
担
が
引
は
れ
符
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
-
一
六
)

日
賃
貸
さ
れ
た
る
倍
利
用
家
屋
の
家
屋
税
ー
ー
は
私
経
憐
上
よ
り
し
て
も
鴎
民
経
済
上
よ
9
し
て
も
牧
盆
を
生
す

明
へ
き
家
屋
の
謀
枕
古
い
ふ
を
得
る
。
で
此
は
獅
立
の
牧
盆
税
、
己
い
ふ
こ
ご
は
出
来
る
o

併
し
共
に

L
て
も
、
其
家

賃
に
嘗
る
も
の
か
ら
、
地
租
ド
て
阪
に
課
税
さ
れ
た
る
地
代
、
借
入
資
本
に
依
b
た
る
場
令
の
利
子
に
し
て
資
本

利
子
裁
か
ら
謀
せ
ら
れ
た
る
も
の
を
差
引
〈
正
き
は
、
残

b
u多
〈
は
な
〈
な
る
o

其
れ
に
修
繕
費
、
減
傾
消
却

費
を
も
引
〈
ぺ
し
さ
す
れ
ば
残
h
は
一
一
清
少
〈
な
る
。
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居

b
・
之
を

Lτ
重
複
謀
枕
た
ら
し
め
旧
制
斜
め
に
は
面
倒
な
る
方
法
を
採
ら
な
く
て
は
な
ら
十
、

之
を
精
密
じ
考

最古

モさι
則B

以
上
要
之
、
家
屋
枕
は
一
の
牧
盆
税
£
し
て
家
屋
所
有
者
に
到
し
共
牧
盆
に
つ
活
課
税
す
る
も
の
己
免
し
、
住

居
枕
や
戸
数
割
正
直
別
し
得
る
。
幾
多
の
牧
盆
枕
中
に

τ獅
立
の
地
歩
を
占
め
る
ニ
己
も
出
来
る
。
併
し
此
が
単

純
な
る
牧
盆
枕
ご
は
い
ふ
こ
子
炉
、
一
得
宇

L
て、

少
〈
ご
も
英
一
部
は
住
居
税
に
正
も
い
へ
も
。
併
し
叉
此
を
凡
べ

τ牧
盆
税

r
E説
明
し
得
臥
こ
ご
は
な
い
。
共
に
し
て
も
他
的
牧
盆
枇
ご
の
関
係
を
見
る
ご
、
可
な
り
錯
綜
L
て

慮
に
入
れ
、
且
つ
家
屋
に
件
ム
修
繕
提
首
被
鎖
的
却
設
ま
で
も
考
慮
す
る

Z
き
に
は
、
之
が
課
税
の
肱
跡
地
は
可
な

b
狭
き
も
の
正
な
ら
ざ
る
を
得
瓜

Q

特
に
借
入
資
本
に
よ
り
戸
地
起
を
建
設
す
る
こ
己
が
多
〈
な
る
に
陥
っ
て
一
厨

此
が
著
し
い
o

そ
し
て
特
に
白
有
家
屋
に
て
修
業
を
相
川
市
も
の
に
於
り
る
其
鋒
業
用

ω
家
屋
に
歪
つ
て
は
家
屋
税

を
説
秘
す
る
品
川
地
は
全
〈
な
い
γ

の
で
あ
る
。
之
を
考
ム
る
正
一
一
吉
に
、
今
度
り
改
杭
に
於
て
岡
枇
に
家
屋
枕
h
f
侠
〈

の
は
左
ま
で
大
な
依
脳
ご
な
ら
泊

ω
r
Z
4
6排
明

L
得
る
こ
己
仁
な
る
o

併
し
共
れ
に

L
し
も
品
川
は
若
干
、
家
屋

に
つ
き
課
税
す
ぺ
き
品
川
地
が
な
い
の
で
は
な
い
の
ピ
か
ら
、
中
部
屋
税
を
快
〈
ニ
正
が
一
の
帥
航
路

r
Eは
い
へ
る
。

真
ら
に
之
を
見
る
に
つ
け
て
も
牧
盆
枇
に
て
所
得
枕
全
補
完
せ
し
む
る
方
法
白
械
が
可
な
り
困
難
な
る
方
法
で
あ

っ
て
、
之
に
よ
り
て
日
公
平
仁
、
重
複
な
き
も
の
を
付
組
む
こ
ご
の
六
っ
か
し
き
こ
ぜ
を
知
る
に
も
足
る
。

諭

叢

家
量
続
四
本
質

第
二
寸
三
を

(
第
六
腕

三
七
}
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